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本検討会における検討事項の整理
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用語の定義

3

（1）改築
更新または長寿命化対策により、所定の耐用年数を新たに確保するもの。
① 更新：既存の施設を新たに取替えること。
② 長寿命化対策：既存の施設の一部を活かしながら部分的に新しくする
こと。
（2）修繕
老朽化した施設または故障もしくは損傷した施設を対象として、当該施設
の所定の耐用年数内において機能を維持させるために行われるもの。
（3）維持
処理場施設等の運転、下水道施設の保守、点検、調査、清掃等下水道
の機能を保持するための事実行為で工事を伴わないもの。
（3）-1 保守
定期的に行う消耗品の確認、補充及び交換や、異状が発見された場合に
行う軽微な調整・修理・取替等を行う活動。
（3）-2 点検
施設・設備の状態を把握するとともに、異状の有無を確認すること。
管路施設にあっては、マンホール内部からの目視や、地上からマンホール
内に管口テレビカメラを挿入する方法等により、異状の有無を確認すること。

(4）予防保全
施設・設備の寿命を予測し、異状や故障に至る前に対策を実施する管理
方法で、状態監視保全と時間計画保全がある。
（4）-1 状態監視保全
施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じて対策
を行う管理方法。
（4）-2 時間計画保全
施設・設備の特性に応じて予め定めた周期（目標耐用年数等）により、対
策を行う管理方法。
（5）事後保全
施設・設備の異状の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う管
理方法。

（参考）広義の下水道管理     設置

(1) 改築 ① 更新

② 長寿命化対策

(2) 修繕

(3) 維持 (3)-1 保守

(3)-2 点検

(3)-3 調査

(3)-4 診断

本ガイドラインで定義している用語

(※)

「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン
－2015年版－平成27年11月（令和4年3月改定）
国交省下水道部・国総研下水道研究部」改定
における定義を引用

（3）-3 調査
施設・設備の健全度評価や予測のため、定量的に劣化の実態や動向を
確認すること。管路施設にあっては、管内に潜行する調査員による目視、ま
たは、下水道管渠用テレビカメラを挿入する方法等により、詳細な劣化状況
や動向等を定量的に確認するとともに、原因を検討すること。
（3）-4 診断
点検・調査結果を踏まえ、健全度や緊急度を判定すること。なお、緊急度
は管渠のみに適用する。
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